
(事業主の方へ)

有期契約労働者､短時間労働者および派遣労働者等の
巨内でのキャリアアojプlこ取LJ組む事草生を婁壊しますl.

厚生労働省では､非正規雇用問題に対する取り組みの一環として､有期契約労働者等(※1)の
企業内でのキャリアアップ等を支援する事業主に対する包括的な助成制度(有期契約労働者等
の正規雇用への転換､人材育成､処遇改善など)を､平成25年度から創設しました｡
なお､重点分野等(健康､環境､農林漁業等)の事業主が実施する人材育成については､より

手厚い助成措置を実施(※2)しています｡

有期契約労働者等のキャリアアップ等を促進することで､労働者の士気･能力の向上等を通
じた企業の生産性の向上､優秀な人材の確保･定着が期待できます｡

(※1)有期契約労働者および正規雇用の労働者以外の無期雇用労働者をいいます(短時間労働者､派遣労働者を含みます) 0
(※2)非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)

助成内容(,嶺は大企業の額(短慧員コ瑚大規模事業主, 
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(注11 1. ｢正規雇用等｣とは､ ｢正規雇用または無期雇用｣をいいます｡
2.派遣労働者の場合､派遣元事業所で転換または派遣先の事業所で直接雇用される場合に助成します｡
3.無期雇用への転換等は､通算雇用期間3年以内の有期契約労働者からの転換等であって､基本給の5 %以上を増額した場

合に限ります(5 %の算出方法は､標準的な方法を設定した上で柔軟に対応) ｡なお､短時間正社且に転換した場合は対象外
となります(短時間正社長コースにより助成します) ｡

ほ2)重点分野等の事業主の場合､経費助成は､ ｢日本再生人材育成支援事業｣により上限30万円(20万円) (平成25年1月実施)
(注3)主にワーク･ライフ･バランスの観点から正規雇用労働者を短時間正社員に転換するケ-スや､短時間労働者を短時間正社員

に転換するケースなどを想定しています｡
(注4)社会保険の適用基準を満たす労働時間まで延長し､労働者の能力のさらなる活用につなげることを目的としています｡

活用に当たっては､ガイドラインに沿って､ ｢キャリアアップ管理者の配置｣ ､

｢キャリアアップ計画の作成｣が必要です｡詳細は裏面をご覧ください｡
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用への転換の促進､無期転換後の処遇への配慮､正規雇用転換制度の対象者の 
範囲.方法.評価基準などの設定への配慮 
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●若者に対するジョブ.カード制度を活用した実践的な教育訓練の実施､成長 

分野の事業主による積極的な教育訓練の実施 

⑥処遇改義∴ ��ﾉ�Yk�Zｩ�ﾒ��Yk�Uﾘ廁,ﾈ詹d�H5x8x7R�4ｨ�ｸ6�.)�XｼiEﾉ|ﾘﾋ隱ylｨｮ顏�,�,x,ﾈｨ駅�9��による職務の内容や職業能力の評価､職務の内容などを踏まえた処遇への反映 

⑥モ中軸∴ ��ﾉd�.愛�(ﾔ��i&h,ﾉ;�?ﾊI%ｨ鳧ｭI�8��蹴�(ﾒ�-h,ﾈ昏ﾗ8,�,zI%ｨ鳧ｭI┼:ﾘ�(,ﾈｯ2�望に応じた社会保険適用に向けた所定労働時間の拡大 
(注)通常の労働者と比べ所定労働時間が一定程度短い正規雇用の労働者をいう○ 

労働局･ハローワーク

※)｢有期実習型訓練｣を実施する場合､訓練対象者に｢ジョブ･カード｣の交付が

必要です｡ジョブ･力-ドを活用したキャリア･コンサルティングおよび交付は.
ハローワーク､ジョブ･カードセンター等で実施しています｡

事　業　主

キ　ャリ　ア　ア　ッ　プ　計　画　の

作　　成　　･　　提　　出

ジョブ･カードセンター

◎キャリアアップ計画は､
労働組合等の意見を聴いて作成

支給申請 

評しくは､最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください｡



｢建設労働者確保育成助成金｣は､建設労働者の雇用の改善､技能の向上をめざす中小建設事業

主や中小建設事業主団体を支援する制度です｡建設業における若年労働者を確保･育成し､技能承継
を図り､建設労働者の安定した雇用と能力の開発･向上を目的としています｡

助成コース･助成額一覧

号中小建設事業主等が職業能力開発促進法に対象の建設労働者1人1カ月当
tよる認定訓練を行った場合､経費の一部を振り4 408円など(訓練の課程等

蔓経費助成
≡

認定訓練　　｢∴一一-叫

声金助成

技能棄警

兼至雷助成

3賃金助成

雇用管理制鹿　渡儀助成

若年者に魅力
ある称揚つく
事業

賃金の-

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に

Lf=よって助成額が異なります) ⊥

象の建設労働者1人1日当た
4. 000円

能実習の実施に要した実費相
技能実馨を行う場合､登録教習機関等で行当額の9割(委託費は7割) ｡
う技能実馨を受講させた鷹合､経費の一部ただし1つの技能実習について､
を助成　　　　　　　　　　　　　　　　1人当たり20万円を上限

中小建設事業主が雇用する建設労働者に青
鹿で技能実馨を受講させた虜命､賃金の一
部を助成

中小建設事業主が雇用管理制度を導入･適
掲した場合､経費の一部を助成

1つの技能実習について1人1
日当たり7,的8円かつ208分を

導入･適用した雇用管理制度に
応じて定額30万円または40万円

中小建設事業主が等年労働者の入職や定等

申Jll建設事業主団体が若年労働者の入城特

定者を図ることを目的とした事業を行った
場合､軽費の一部を助成

広域的聴菓訓練を実施する職業訓練法人か

軽費助成(事業主)

推進活動経費助
;成

専…
-　　一　　　　　　　　　一･　一　　　-　､ --　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

鍔慧細等樹
._　_,_.⊥　_vI..___.___　_

如金助成

._　　　　　　　　J

作業鼻宿舎等
投亜 鰐賛助成

実施軽費の2 / 3かつ200万円を

施策責の2/3かつ1.帥0万円毒…

たは2, 080万円を上限

建設工事に掛する件業についての訓練を経書実施軽費の2 / 3秒=蝿5伽万円
進する琴動を行った場合､経費の一部を助言-9. ㈲8万円を上限

成
-J

…実施軽費の1 /2かつ3億円を　S
広域的職集訓練を実施する轍菓訓練法人が

雲霞聖霊諾警護賢悪霊冨聖賢琵悪声蒜
･　　盲瀧経雷の1 /3

11億設事業菜が建設労働者家継醸して雇新分野進出後さらに1 / 3　;

しつつ建設業以外の新分野事集に従事さ圧新分野教育訓練終了後およぴ盲毒

草ために必要な教育訓練を行う頭金､堆新分野事業進出後それ軌1 i萱
のヰ部を助成　　　　　　　　　　汰当たり28万円かつ1対象教育　妻毒

蒜建締業甜斬首頒投労働卿
給で建設業以外の新分野事業に従事
r_ L^ J- dtL 】■■ hjl叶lコ巳■■l山t-- 81書--■■▲..▲十三.

ために必妻な教育訓練を受講させた場合､
芸㌫竺蒜芸蒜冨a'll挿'e叉i''CL='LAl口､つ40日分を上限金の一部を助成

ト____　._.____._.-__. _._　　　h.

小建設事業室が被災≡県に所在する作業吾
宿舎等を貸借した場合､経費の一部を助

---｢

棄康緑薫の2/3かつ1事業年
渡当たり2糾万円を上限
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